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 輸入港までの運賃、保険料及びその他当該運送に関連する費用は、買手により負担されるものであ
るかを問わず、現実支払価格に含まれない限度において、当該現実支払価格に加算される。 

 

② 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される手数料又は費用 

 ・仲介料その他の手数料（買付手数料を除く） 
  輸入取引成立のために仲介者や売手の代理人が業務を行った場合、買手が支払う手数料は加
算される。 

 

問題５  １分 

次の記述について、課税価格に加算される場合には〇、算入されない場合は×を書きなさい。 
 

① 輸入貨物の買い付けを、第三者に委託した場合の手数料 

② 輸入貨物の生産のための部品の買い付けに係る業務を委託した者に対する手数料 

▼解答欄 

① 

② 

× 買手が輸入貨物の買い付けのために支払う買付手数料は加算されない。 

〇 輸入貨物そのものに対する買付手数料は加算しないが、輸入貨物の生産のために使用する材

料の買い付けを行った代理人に対価として支払われる買付手数料や買手が売手から支払請求を

受けて売手に支払う「売手が買手に輸出する貨物の製造のため原材料の買付業務を第三者に委

託した場合の手数料」は、原材料の取得費用を構成するため加算される。 

 
 ・輸入貨物の容器の費用 
   関税が軽減又は免除される容器以外で、輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有す

るものに限る。 
 ・輸入貨物の包装に要する費用 
   包装に要する費用には、材料費や人件費その他の費用を含む。 

③ 買手により無償で又は値引きして提供した物品又は役務の費用 

  これを提供するために要した取得費用、運送費用、保険料等もこの費用の額に含める。 
 ・輸入貨物に組み込まれている材料、部分品等 

 ただし、我が国の法律に基づき、表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラ
ベルは加算されない。 

 ・輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等 
  生産された貨物のうち、一部を本邦へ輸入し、残りを第三国へ輸出した場合には、工具等の
費用の総額を本邦への輸入分とそれ以外とで（ 按分 ）して加算する。 
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 ・輸入貨物の生産の過程で消費された物品 
生産ロスが見込まれた（ スペア ）も加算する。 
工具、鋳型、生産の過程で消費される物品等は、取得するために要した費用を加算するが、

買手が生産した場合又は買手が特殊関係にある生産者から直接取得した場合には、物品の生産
に要した費用が加算される。 

 ・本邦以外において開発された技術、設計、考案、工芸及び意匠等、輸入に関する役務 
  この場合、技術等に係る契約がされた場所や、開発者の国籍は関係ない。 
  役務の費用は、買手が役務の提供を受けるために通常要する費用を加算するが、買手が特殊
関係にある開発者から直接提供を受けた場合には、役務の開発に要した費用を加算する。 

  また、役務が提供されるまでの間に加工等による価値の増加、消耗等による価値の減少があ
った場合は、その額を加算又は控除する。 

 

問題６  １分 

次の記述について、課税価格に加算される場合には〇、算入されない場合は×を書きなさい。 

 

① 本邦で開発した T シャツの絵柄（50,000 円）を買手が売手にインターネットで提供した
費用 

② 買手は、Tシャツの生産に必要な生地でデザインがプリントされたものを300,000円で購
入し、売手に無償で提供する。なお、当該デザインは本邦において開発されたものである。 

▼解答欄 

① 

 

② 

 

× Tシャツにプリントされる絵柄は、本邦で開発されたものであるため、その費用は加算しな

い。 

〇 本問の場合は、デザインを提供する以前に生地を無償提供している。この場合は、当該デザ

インが本邦で開発されたものであったとしても、当該生地に要する費用として加算する。 

 

④ 特許権等の使用の対価 

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方
式その他のロイヤルティ又はライセンス料の使用に伴う対価は加算する。 

 本邦において複製する権利を使用する対価は加算されない。 

⑤ 売手帰属収益 

  買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接又は間接に売手に帰属するものとされ
ているものは加算する。 
  ただし、その額が（ 明らか ）なものに限る。 

  

  




